
   ◎北九州市立思永中学校温水プール管理要綱 

 

北九州市立思永中学校温水プール使用料条例（平成２０年北九州市条例第６

４号。以下「条例」という。）及び北九州市立思永中学校温水プール管理規則

（平成２１年北九州市教育委員会規則第４号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、北九州市立思永中学校の温水プール（以下「プール」という。

）を市民の使用に供する際のプールの管理に関し必要な事項を次のとおり定め

る。  
（供用日等）  

第１条 プールの供用日及び供用時間は、別表第１のとおりとする。  
 （入場の制限）  
第２条 教育長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は

退場を命ずることができる。  
 （１） めいていしている者  
 （２） 他人の迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯している者  
 （３） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年５月１５日法律第７７号。）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。）  
（４） 暴力的な不法行為等を行うおそれがある者  
（５） その他管理上支障があると認められる者  

 （使用許可申請の受付）  
第３条 使用の許可申請は、６ヵ月先までを限度として受付ける。ただし、教

育長が特に必要があると認めたときは、６ヵ月以上１年以内において受付け

ることができる。  
 （使用の申請）  
第４条 規則第３条の規定によりプールの使用の許可を受けようとする者で、

次の各号の一に該当するものは、プール使用許可申請書（第１号様式）を提

出しなければならない。  
 （１） 専用又は団体で使用しようとする者  
 （２） 使用料の全部又は一部の免除を受けて使用しようとする者  
２ プールの使用の許可を受けようとする者で、前項各号に掲げる者以外のも

のは、使用料を納入し、使用券（第２号様式）の交付を受けるものとする。  
（使用の許可）  

第５条 前条第１項の規定により申請した者に使用を許可したときは、プール

使用許可書（第３号様式）を交付する。  
２ 前条第２項の規定により使用券の交付を受けた者は、使用の許可を受けた



ものとする。  
３ 規則第４条の規定に基づく使用許可の取り消し等の条件について、使用許

可を行ったのちに、その使用が暴力団を利するおそれがあることがわかった

場合、北九州市暴力団排除条例（平成２２年北九州市条例第１９号）に基づ

き、使用団体が暴力団等に属していないか、福岡県警察に照会を行うものと

する。  
４ 前条の照会については、教育長は市長を通じて、福岡県警察に照会を行う

ものとする。  
５ 照会により、暴力団であることが判明したときは、使用許可を取り消し、

既納の使用料は返還しない。  
 （使用の条件）  
第６条 教育長は、管理上必要があると認めるときは、条件をつけて使用を許

可することができる。  
 （賠償責任）  
第７条 規則第４条の規定に基づく使用許可の取消し等により使用者が受けた

損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。  
（使用料の不返還）  

第８条 条例第４条の規定により使用料を返還することができる場合及び返還

の率は別表第２のとおりとする。  
２ 使用料の返還を受けようとする者は、北九州市思永中学校温水プール使用

料返還申請書（第４号様式）を教育長に提出しなければならない。  
（使用料の減免）  
第９条 条例第３条の規定により、使用料の全部又は一部の免除を受けて使用

しようとする者は、施設使用料減免申請書（第５号様式）に必要書類を添付

して市長に提出しなければならない。ただし、別表第３の（１）、（５）及

び（６）の区分に該当する者はこの限りではない。  
２ 使用料を減免する場合及びその減免の率は、別表第３のとおりとする。  
３ 別表第３の（５）及び（６）の規定により、使用料の一部の免除を受けて

使用しようとする場合、その者につき１日１回を限度として、使用料を免除

する。  
（使用者の守るべき事項）  
第１０条 使用者は次の事項を守らなければならない。  
 （１） 許可なくして物品の販売をしないこと。  
 （２） 定められた場所以外で火気を使用しないこと。  
 （３） 許可を受けたプール以外を使用しないこと。  
 （４） 許可なくして特別の設備をし、又は造作を加えないこと。  



（５） 使用を終えたとき又は規則第４条の規定に基づく使用の許可の取消

し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに原状に回復して職員

の検査を受けた後に返還すること。  
（６） 使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的

に使用しないこと。  
 （職員の立入り）  
第１１条 使用者は、職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができな 

い。  
 （損害賠償）  
第１２条 使用者がプールの施設又は設備を滅失又はき損した場合において、

原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償し

なければならない。  
 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  
付 則  
 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。  
付 則  

（施行期日）  
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  
付 則  

（施行期日）  
 この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。  
付 則  

（施行期日）  
 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。  
付 則  

（施行期日）  
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  
 



別表第１  
供用日  供用時間  備考  

７月及び８月を除く月

曜日（その日が休日の

日に当たるときは、そ

の翌日）及び１２月２

９日から翌年の１月３

日までの日を除く日  

午前１０時から午後８

時まで  
１  「 休 日 」 と は 、 

国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する

休日をいう。  
２ 市立学校が授業で

使用する日は、供用時

間の「午前１０時」を

「午後４時」とする。  
３ 教育長が特に必要

があると認めるときは

、供用日及び供用時間

を変更することができ

る。  
 



別表第２ 

返還する場合  返還する率  
(１ )   使用者の責任によらない理由により使用でき

ないとき  
１００分の１００  

(２ ) 使用者が使用の目前１０日までに使用の取り

止めを申し出た場合で相当の理由があるとき  
１００分の ８０  

(３ ) 使用者が使用の目前５日までに使用の取り止

めを申し出た場合で相当の理由があるとき  
１００分の ６０  

(４ ) その他使用者が使用の中止を申し出た場合で

相当の理由があるとき  
１００分の ４０  

  注）回数券、定期券の購入者が払い戻しを申し出た際、相当の理由がある

と認めるときは、当該利用券の残存額に応じた額を返還する。 

 
別表第３ 

区  分  減免の割合  
(１ )   市が主催して行う事業又は行事のために使用

するとき  
１０割  

 
(２ )   国及び他の普通地方公共団体が主催して行う

事業又は行事のために使用するとき  １０割  

(３ ) 市と共催により使用するとき  １０割  
(４ ) 市の後援により使用するとき  ５割  
(５ ) 市内に在住の者で、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又は身体障害者手帳の交付を受けた

者が使用するとき。（当該手帳を提示して使用

の承認を受けた場合に限る。）  

共用使用料の１０割  

(６ ) 市内に在住の者で、６５歳以上のものが使用

するとき。（公的機関が発行した住所、氏名、

及び生年月日が確認できる証明書（運転免許証

、健康保険被保険者証、マイナンバーカード、

年長者施設利用証等）を提示して使用の承認を

受けた場合に限る。）  

共用使用料の７割  
ただし、減免後の  
使用料の額に１０  
円未満の端数があ  
るときは、その端  
数も免除する。  

(７ ) その他市長が特に必要があると認めるとき  市長が相当である  
と判断する割合  

  注）療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は身体

障害者手帳の交付を受けた者（障害の程度が１級から４級までの者に限

る。）が使用するときの付き添い人の使用料は、当該手帳の交付を受け

た者と同一に取扱うものとする。 



第２号様式（第４条関係）  
（表面）  

使用券  
                     かえりのじかん  
対象者  
 
思永中学校温水プール               まで  
北九州市教育委員会  

（裏面）  
注意事項  
１．かえりの時間を必ず確認してください。  
２．使用時間の２時間とは、準備・片付け・着替え等を含む２

時間です。  
３．使用時間を過ぎて退場されるときは超過使用料金をいただ

きます。  
４．この券は退場の時に係員に必ず返却してください。  
 

 
 
 


